
    

重要事項説明書 

 

株式会社こすもす 

 介護支援センターこすもす 

高松市太田下町 1868 番地２ 



居宅介護支援 重要事項説明書 

 

 

1 当社が提供するサービスについての相談窓口 

   電 話 ０８７－８６４－５５５２ 

   担当者 金尾 剛  

＊ご不明な点は、何でもお尋ね下さい。 

 

2 介護支援センターこすもすの概要 

(1) 居宅介護支援事業者の事業所番号およびサービス提供地域 

事 業 者 名 介護支援センターこすもす 

所  在  地 高松市太田下町１８６８－２ 

介護保険事業所番号 ３７７０１１１８５８ 

サービス提供地域 高松市（島しょ部を除く） 

＊上記地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。 

 

(2) 同事業者の職員体制 

 資  格 常勤 非常勤 計 職務内容 

管  理  者 主任介護支援専門員 1人  1人 管理・指導 

介護支援専門員 主任介護支援専門員 1人  1人 
介護計画書の作成 
(管理者と兼務) 

 

(3) 営業日・営業時間 

営業日 

営業時間 

月曜日～金曜日 

午前９時～午後６時 

休日  土・日・国民の休日・年末年始 12月 29日～１月３日 

＊午後６時以降営業日時間を問わず、緊急連絡電話０９０－５１４４－７９５４ 

 

3 事業の目的と運営基準方針等 

（1） 事業の目的 

・居宅介護支援の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事

項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある高齢

者に対し、適正な指定介護支援を提供することを目的とします。 

（2） 運営方針 

・指定居宅介護支援の事業は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限

り居宅においてその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができる

よう配慮して行います。 

 



・指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じて、

利用者の選択に基づき適正な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事

業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。 

・指定居宅介護支援の事業は、利用者の意思に基づいた契約であることを確保す

るため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サ

ービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、

当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説

明する。 

特定の居宅サービス種類又は指定サービス事業者等に不当に偏することのない

ように利用者に説明を行なう。 

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供する指定居

宅サービス等の特定の種類または、特定の居宅サービス事業者に不当に偏する

ことがないように、公正中立に行う。 

 

 

（3） その他 

事   項 内     容 

アセスメント（評価）の方法 包括的自立支援プログラム 

従業員研修の有無 年１回以上、従事者の研修を行っています 

 

4 サービスの内容 

（1） 居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

（2） 要介護認定の申請代行 

（3） 給付管理票の作成 

（4） モニタリング（サービス実施状況と利用者の把握） 

 

5 利用者負担金 

（1） 利用者負担金 

 要介護（要支援）認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので

自己負担はありません。 

 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業者に直接介護保険給

付が行われない場合があります。その場合、利用者は１ヶ月につき要介護度に応じ

て下記の利用者負担金を支払い、支援事業者は指定居宅介護支援事業者提供証明書

を発行します。 

 指定居宅介護支援提供証明書を後日各区の窓口に提出しますと、保険給付分の払

戻を受けられます。 

 

 

 

 



・居宅介護支援費 

    居宅介護支援費（ⅰ）〈取扱件数が４５件未満の場合〉 

     

 

 

    居宅介護支援費（ⅱ）〈取扱件数が４０件以上６０件未満の場合〉 

    ※４５件未満の部分は居宅介護支援費（ⅰ）を適用 

 

                                                                                   

     

 居宅介護支援費（ⅲ）〈取扱件数が６０件以上の場合〉 

  ※４５件未満の部分は居宅介護支援費（ⅰ）を適用 

 

 

 

  ・加算 

     

※新規に居宅サービス計画を策定した場合 

    ※要介護状態区分が２段階以上変更となった場合 

 

 

     

※（Ⅰ）介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対

して必要な情報提供を行なった場合。 

     ※（Ⅱ）介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、当該病院又

は診療所の職員に対して必要な情報提供を行なった場合。 

 

退院・退所加算(Ⅰ)イ ４，５９４円／月 

退院・退所加算(Ⅰ)ロ ６，１２６円／月 

退院・退所加算(Ⅱ)イ ６，１２６円／月 

退院・退所加算(Ⅱ)ロ ７，６５７円／月 

退院・退所加算(Ⅲ) ９，１８９円／月 

    ※退院又は退所に当たって、病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な 

情報の提供を求めることなど連携を行ない、その上でケアプランを作成し、 

居宅サービス等の利用に関する調整を行った場合。 

（入院又は入所期間中 1 回を限度に算定） 

 

 

※病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問

しカンファレンスを行ない必要時応じて居宅サービス等の利用調整を行なった場合。 

（１月に２回を限度） 

 

要介護１・２ 要介護３・４・５ 

１１，０８８円／月 １４，４０６円／月 

要介護１・２ 要介護３・４・５ 

５，５５４円／月 ７，１８７円／月 

要介護１・２ 要介護３・４・５ 

３，３２８円／月 ４，３０８円／月 

初回加算 ３，０６３円／月 

入院時情報連携加算(Ⅰ) ２，５５２円／月 

入院時情報連携加算(Ⅱ) ２，０４２円／月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０４２円／月 



 

 ※終末期を経て在宅で死亡した利用者に対し 

① 24時間連絡がとれる体制を確保し、かつ、必要に応じて、指定居宅介護支援

を行うことができる体制を整備している。 

② 利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前 14 日以内に  

２日以上在宅を訪問し、主治の医師等の 助言を得つつ、利用者の状態やサー

ビス変更の必要性等の把握、利用者への支援を行う。 

③ 訪問により把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等 

及びケアプランに位置付けた居宅サービ ス事業者へ提供する。 

 

 

※利用者が医師の診断を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環

境等の必要な情報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報を受けた 

上で、居宅サービス計画等に記録した場合 

  

 

（2） 交通費 

 ２の（1）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地

域の方で事業所から請求があったときは、次の通り交通費の実費をお支払いいただ

くことがあります。 

・通常の実施地域を超えた地点からお住まいまで 

５キロメートル未満    ５００円 

            ５キロメートル以上  １，０００円 

 

（3） 利用者負担金のお支払い方法 

 事業者は、当月の利用者負担金の請求書に明細を付して、翌月１０日までに利用

者に請求し、利用者は、翌月２５日までに次の方法により支払します。 

＊現金払い 

 

（4） 領収書の発行 

 事業所は利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。 

 

（5） その他 

 要介護認定申請代行費、記録の複写費用などをいただくことがあります。 

 

6 解約料 

 利用者はいつでも契約を解除することができますが、利用者のご都合により解約した

場合、下記の料金をいただきます。 

契約後、居宅サービス計画の作成段階途中で 

解約した場合 
    ８，５００円 

保険者（区市町村）へ「給付管理票」を提出  

した後に解約した場合 
料金は一切かかりません 

ターミナルケアマネジメント加算 ４，０８４円／月 

通院時情報連携加算 510円／月 



7 秘密保持（個人情報）について 

（１）当事業所及び従業員は、正当な理由がない限り、その業務上知り得たご契約者及

び後見人又は家族の秘密を他に漏らしたりしません。 

（２）当事業所及び従業員は、サービス担当者会議等において、ご契約者及び後見人又

は家族に関する個人情報を用いる場合には、ご契約者及び後見人又は家族に使用

目的等を説明し同意を得るとともに、同意書に署名捺印を頂きます。 

 

8 事故発生時の対応について 

   事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、

必要な措置を行います。また事故の原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。 

サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行います。

また事業所において損害賠償に加入しています。 

 

9 利用者へのお願い 

  ・利用者が入院した場合等に円滑な医療機関との連携を図るため担当介護支援専門員

の氏名や連絡先等の情報を当該医療機関の職員等に提供するようお願いいたします。  

 

・支援事業者が交付するサービス利用票、居宅サービス報告書などは、利用者の介護に

関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書と一緒に大切に保管して下さい。 

 

10 相談窓口、苦情対応 

＊サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当事業所 

ご利用相談室 

窓口担当者  金尾 剛 

ご利用時間  月～金曜日 午前９時～午後６時 

ご利用方法  TEL：０８７－８６４－５５５２ 

       面接、在宅訪問 

＊公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

高松市役所 

介護保険課 

高松市番町１－８－１５ 

TEL：０８７－８３９－２３２６ 

FAX：０８７－８３９－２３３７ 

 対応時間  平日午前８時３０分～午後５時 

香川県国民健康保険 

団体連合会(国保連) 

高松市福岡町２－３－２ 

TEL：０８７－８２２－７４５３ 

FAX：０８７－８２２－７４５５ 

対応時間  平日午前８時３０分～午後５時 

 

11 支援事業者(本社)の概要 

名称・法人種別 株式会社 こすもす 

代 表 者 名 代表取締役 綾田 喜一郎 

本社所在地・連絡先 

高松市太田下町１８６８－２ 

TEL：０８７－８６４－５５５２ 

FAX：０８７－８６４－５８１１ 

 



12 緊急時の対応方法 

  現に居宅介護支援(ケアマネージメント)の提供を行っているときに、利用者の病状の急

変があった場合、その他の必要な場合は、事前の打ち合わせに従って、主治医、親族な

どへ連絡いたします。 

 

13 虐待防止について 

事業者は利用者の人権擁護、虐待の防止等の為、必要な体制の整備を行うとともに、

その従業者に対し、研修を実施するための措置を講じる。虐待の発生又はその再発を

防止するため、以下の処置を講じます。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行う   

ことができる）を設置。 

（２） 虐待の防止のための指針の整備 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施。 

（４） 上記措置を適切に実施するための担当者の設置 

担当者 管理者 金尾 剛 

 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢

者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速

やかにこれを市町村に通報するものとします。 

 

14 事業継続計画について  

業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用

者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定すると

ともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施します。 

 

15 衛生管理について 

感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を 

協議します。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努めます。 

 

  

 

附則 

  この重要事項説明書は、令和 6年 4月 1日より施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和   年   月   日 

 

 居宅介護支援の開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項

を説明しました。 

  

 〈事業者〉 

  所 在 地   高松市太田下町１８６８－２          

  事業者名   介護支援センターこすもす (事業所番号 ３７７０１１１８５８) 

  代表者名   綾田 喜一郎                  

  

 〈説明者〉 

  所  属  介護支援センターこすもす     介護支援専門員   

  氏  名  金尾 剛                      

 

 私は、契約書及び本書面により、事業所から居宅介護支援について重要事項説明を受け 

同意しました。 

 

 〈利用者〉 

  住  所                              

  氏  名                              

 

 

 〈利用者代理人〉 

  住  所                              

  氏  名                              


